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【 請 求 項 １ 】 　 少 な く と も １ つ の 機 能 ボ ー ド 、 及 び 少 な く と も １ つ の 電 圧 変 換 機 を 含 み 、
そ の 際 、 前 記 電 圧 変 換 機 に よ っ て 発 生 さ れ た 電 圧 が 前 記 機 能 ボ ー ド に 供 給 さ れ る よ う に 、
前 記 機 能 ボ ー ド 及 び 前 記 電 圧 変 換 機 が 接 続 さ れ て お り 、

前 記 電 圧 変 換 機 が タ ー ン オ フ さ れ た 場 合 に 、
こ と を 特 徴 と す る 、 電 気 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 の 電 圧 変 換 機 が タ ー ン オ フ さ れ た 場 合 、 前 記 電 力 制 御 回 路 の 前 記 出 力
信 号 が 制 限 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 電 気 回 路 。
【 請 求 項 ３ 】 　 入 力 端 子 と 出 力 端 子 と の 間 に 接 続 さ れ た ス イ ッ チ を 備
え た 演 算 増 幅 器 を 含 み 、 前 記 電 圧 変 換 機 が タ ー ン オ フ さ れ た 場 合 に 、 前 記 ス イ ッ チ が 閉 じ
る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 電 気 回 路 。
【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 演 算 増 幅 器 の 前 記 入 力 端 子 が 、

こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 気 回 路 。
【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 ス イ ッ チ に 対 し て 並 列 に コ ン デ ン サ が 接 続 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す
る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 気 回 路 。
【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 演 算 僧 服 器 の 前 記 出 力 端 子 が 、 電 圧 変 換 機 に 接 続
さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 気 回 路 。
【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 機 能 ボ ー ド が 、 通 信 シ ス テ ム の 前 記 チ ャ ネ ル を テ ス ト す る た め の い わ
ゆ る チ ャ ネ ル ボ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 電 気 シ ス テ ム 。

制 御 信 号 を 供 給 し 、 前 記 電 圧 変 換
機 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 電 圧 を 制 御 す る た め の 電 力 制 御 回 路 を 含 む 電 気 シ ス テ ム に お い
て 、 前 記 電 力 制 御 回 路 の 前 記 制 御 信 号 を ク ラ
ン プ す る

前 記 電 気 制 御 回 路 は

電 圧 変 換 機 に よ っ て 供 給 さ れ る 実 際 の
電 圧 を 転 送 す る 前 記 電 気 制 御 回 路 の 第 １ の 入 力 端 子 と 、 基 準 電 圧 を 転 送 す る 前 記 電 気 制 御
回 路 の 第 ２ の 入 力 端 子 と に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ て お り 、 か つ 、 前 記 ス イ ッ チ が 前 記 第 １ の 入
力 端 子 に 接 続 さ れ て い る

制 御 信 号 を 転 送 す る
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